
 交通政策審議会海事分科会船員部会

 第２回全国内航鋼船運航業最低賃金専門部会　　議事次第

 

 

                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 令和６年１１月１８日(月)　

 １３：００ ～ １４：３０　

 ３ 号 館 ８ 階 特 別 会 議 室　

 

 

 １．開　会

 

 

 ２．議　事

 

 　　　　議題１．全国内航鋼船運航業最低賃金の改正について

 

３．閉　会
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 全国内航鋼船運航業最低賃金専門部会委員名簿

 （敬称略、五十音順）　　

 

 

 

 （公益を代表する委員）

 

 石﨑　由希子　　 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院　教授

 

 ◎ 野川　　忍       明治大学専門職大学院法務研究科　教授

 

 

 （関係船員を代表する委員）

 

 井上　 寛信　    全日本海員組合　国内部副部長補

                         .

 遠藤　　飾　 　　全日本海員組合　政策局総合政策部長

 

 （関係使用者を代表する委員）

 

 阿南　幸十司　　 船主団体内航労務協会　専務理事　事務局長

 

 村田　　泰　　　 八重川海運株式会社　代表取締役

 

 ◎ 専門部会長
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配 布 資 料 一 覧 

 

 

資料１ 全国内航鋼船運航業最低賃金 

    （平成８年10月30日運輸省最低賃金公示第５号） 

 

資料２ 全国内航鋼船運航業の最低賃金の改正状況 

3



全国内航鋼船運航業最低賃金 

平成８年10月30日　平成８年運輸省最低賃金公示第５号 

一部改正平成９年10月31日　平成９年運輸省最低賃金公示第５号 

一部改正平成10年11月２日　平成10年運輸省最低賃金公示第２号 

一部改正平成13年11月１日　平成13年国土交通省最低賃金公示第２号 

一部改正平成18年12月１日　平成18年国土交通省最低賃金公示第２号 

一部改正平成20年12月１日　平成20年国土交通省最低賃金公示第２号 

一部改正平成26年３月３日　平成26年国土交通省最低賃金公示第２号 

一部改正平成26年11月20日　平成26年国土交通省最低賃金公示第４号 

一部改正平成27年12月２日　平成27年国土交通省最低賃金公示第２号 

一部改正平成28年11月28日　平成28年国土交通省最低賃金公示第２号 

一部改正平成29年12月８日　平成29年国土交通省最低賃金公示第２号 

一部改正平成31年１月24日　平成31年国土交通省最低賃金公示第１号 

一部改正令和元年12月18日　令和元年国土交通省最低賃金公示第２号 

一部改正令和３年２月16日　令和３年国土交通省最低賃金公示第３号 

一部改正令和４年１月20日　令和４年国土交通省最低賃金公示第１号 

                 一部改正令和５年１月20日　令和５年国土交通省最低賃金公示第１号 

一部改正令和６年１月22日　令和６年国土交通省最低賃金公示第２号 

 

 １　適用する地域

 全国

 ２　適用する使用者

船員法（昭和２２年法律第１００号）第１条に規定する船舶であって、国内各港間

のみを航海する鋼船（次の各号に掲げるものを除く。）の船舶所有者（船員法第５条

の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含む。） 

(1) はしけ 

(2) 内航海運業法（昭和２７年法律第１５１号）第２条第１項各号に掲げる船舶 

(3) 海上旅客運送業又はサルベージ業に従事する船舶 

(4) 平水区域を航行区域とする船舶及び沿海区域を航行区域とする総トン数１００ト

ン未満の船舶 

３　適用する船員 

前項の使用者に雇用されている船員であって、同項の船舶に乗り組む職員（船長を

含む。以下同じ。）及び部員 

４　前項の船員に係る最低賃金額（月額）

(1) 職員　　　　　　 ２５８，９５０円

ただし、次の表の左欄に掲げる船舶職員養成施設の課程を修了した職員であっ

て、当該課程修了後の勤務期間がそれぞれ同表右欄に掲げる期間に満たない者に

ついては、２４２，５００円とする。

海員学校（独立行政法人海員学校を含む。以下同じ。）本科

独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科

船舶職員養成施設として指定を受け、又は登録を受けた水産系高等学校  

の課程 ４年６月

海員学校乗船実習科

独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程乗船実習科 ４年

海上保安学校本科

海員学校インターンシップ課程（本科）

独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程インターンシップ課程  

資料１
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（本科） ３年６月

海員学校専修科  

独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程専修科

船舶職員養成施設として指定を受け、又は登録を受けた水産系高等学校

専攻科の課程

海技大学校（独立行政法人海技大学校を含む。以下同じ。）海技士科

（三級海技士（航海科、機関科）第四）

海技大学校海上技術科（航海科、機関科）

独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース  

（航海、機関） ２年６月

船舶職員養成施設として指定を受け、又は登録を受けた商船高等専門学

校（独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。）の課程

海員学校インターンシップ課程（専修科）

独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程インターンシップ課程  

（専修科） ２年

独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技専攻課程海上技術コース  

（航海専修、機関専修） ６月

(2) 部員　　　　　　 ２００，３５０円

ただし、海上経歴３年未満の部員については、１９１，０５０円とする。

この場合において、海上経歴を計算するときは、海員学校の専科、専修科、司

ちゅう・事務科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程専修科の卒

業者については３年を、その他の海員学校の卒業者又は独立行政法人海技教育機

構海技士教育科海技課程本科の卒業者についてはその修業年限の期間を、船舶職

員養成施設として指定を受け、又は登録を受けた水産系高等学校の課程の卒業者

については２年を、その他の高等学校卒業者については１年を、それぞれ海上経

歴とみなす。

５　最低賃金に算入しない賃金 

(1) 通常の労働日以外の日の労働及び通常の労働時間を超えた時間の労働に対し支払

われる割増手当及びこれらの労働に対応する部分の能率給、歩合給など 

(2) 夜間の労働に対し支払われる夜間割増賃金 

(3) 臨時的に行う通常の労働以外の労働に対し支払われる作業手当、荷役手当、欠員

手当など 

(4) 予期していない事由に基づき支払われる災害の場合の一時金及び支給条件はあら

かじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、まれに支払われ

る結婚手当、退職手当など 

(5) １か月を超える期間毎に支払われる夏期・年末手当、賞与、その他これに準ずる

賃金 

(6) 通勤手当及び実費弁償として支払われる交通費、旅費、その他これに類するもの 

 

附　則（平成９年運輸省最低賃金公示第５号） 

この公示は、平成９年１１月３０日から効力を生ずる。 

附　則（平成１０年運輸省最低賃金公示第２号） 

この公示は、平成１０年１２月２日から効力を生ずる。 

附　則（平成１３年国土交通省最低賃金公示第２号） 

この公示は、平成１３年１２月１日から効力を生ずる。 

附　則（平成１８年国土交通省最低賃金公示第２号） 

この公示は、平成１８年１２月３１日から効力を生ずる。 
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附　則（平成２０年国土交通省最低賃金公示第２号） 

この公示は、平成２０年１２月３１日から効力を生ずる。 

附　則（平成２６年国土交通省最低賃金公示第２号） 

この公示は、平成２６年４月２日から効力を生ずる。 

附　則（平成２６年国土交通省最低賃金公示第４号） 

この公示は、平成２６年１２月２０日から効力を生ずる。 

附　則（平成２７年国土交通省最低賃金公示第２号） 

この公示は、平成２８年１月１日から効力を生ずる。 

附　則（平成２８年国土交通省最低賃金公示第２号） 

この公示は、平成２８年１２月２８日から効力を生ずる。 

附　則（平成２９年国土交通省最低賃金公示第２号） 

この公示は、平成３０年１月７日から効力を生ずる。 

附　則（平成３１年国土交通省最低賃金公示第１号） 

この公示は、平成３１年２月２３日から効力を生ずる。 

附　則（令和元年国土交通省最低賃金公示第２号） 

この公示は、令和２年１月１７日から効力を生ずる。 

附　則（令和３年国土交通省最低賃金公示第３号） 

この公示は、令和３年３月１８日から効力を生ずる。 

附　則（令和４年国土交通省最低賃金公示第１号） 

この公示は、令和４年２月１９日から効力を生ずる。 

附　則（令和５年国土交通省最低賃金公示第１号） 

この公示は、令和５年２月１９日から効力を生ずる。 

附　則（令和６年国土交通省最低賃金公示第２号） 

この公示は、令和６年２月２１日から効力を生ずる。 
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職員Ａ 職員Ｂ 部員Ａ 部員Ｂ

平成８年 238,800円 221,200円 180,150円 171,700円

平成９年 240,050円 223,600円 181,050円 172,300円

平成１０年 240,950円 224,450円 181,800円 172,950円

平成１３年 241,400円 224,950円 182,100円 －

平成１８年 － － － －

平成２０年 － － 182,850円 173,700円

平成２５年 242,350円 225,900円 183,750円 174,450円

平成２６年 243,350円 226,900円 184,750円 175,450円

平成２７年 245,150円 228,700円 186,550円 177,250円

平成２８年 246,150円 229,700円 187,550円 178,250円

平成２９年 247,150円 230,700円 188,550円 179,250円

平成３０年 248,450円 232,000円 189,850円 180,550円

令和元年 249,550円 233,100円 190,950円 181,650円

令和２年 250,050円 233,600円 191,450円 182,150円

令和３年 250,750円 234,300円 192,150円 182,850円

令和４年 251,750円 235,300円 193,150円 183,850円

令和５年 258,950円 242,500円 200,350円 191,050円

　※ 記載のない年度は、諮問が行われていない。

全国内航鋼船運航業の最低賃金の改正状況

年度
最低賃金額

資料２

7

yamamoto-a2gb
四角形


